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【2024.12月〜】

【2024.12月〜】

2024.12.4から
省エネ適判申請は、
入力方式に変更されました。

省エネ適判のボタンを押して、
申請書作成を行ってください。

確認申請書を
先に作成して
いた場合は、
こちらから

確認申請書を
作成していな
い場合は、
こちらから

ここから
作成

ここから
作成

NICEWeb申請システム
【省エネ適判】

（一財）岩手県建築住宅センター



申請ルール
※基準法と同じルールです
（お知らせ）

・2025法改正後の申請は、
２月から事前で受付します

・申請ボタンは、以下のとおり
・ファイル一覧への図面のまとめ方は、

2/3説明会にてお示しします

17時までは、当日の日付
17時以降は、翌営業日の日付 で申請してください

２か所チェック
本社を選択

お急ぎ希望はここへ記入

（一財）岩手県建築住宅センター




